
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8 年度 名古屋市買い物弱者対策モデル事業補助金のご案内 

港区野跡学区内で、新たに買い物弱者支援になる施設を設置し、 

運営する中小企業者等を募集します。 

○募集概要・スケジュール 

募 集 期 間 
令和８年５月１日（金）～令和８年６月１日（月） １７時必着 
・令和 8年 6月中旬以降に着手する補助事業計画を募集します。補助事業計画を審査の上、 

1 件採択します。 

対 象 者 
中小企業者等（個人事業主含む） 
・創業予定者も申請可。ただし補助事業完了までに開業すること。 

補 助 事 業 

港区野跡学区内において、新たに実施する買い物支援サービス等の事業で、

施設を設置・整備し、運営する事業 
・野跡学区内に設置する施設の場所、施設内容、提供する商品（食料品など）・サービスの内

容は応募者の提案となります。効果が見込め、工夫された提案をお待ちしています。 

・野跡学区内において買い物弱者対策として新たに始める事業であり、令和 9 年 1月末まで

に運営を開始する必要があります。 

（事業の一例） 
食料品を販売する「小売店舗」、「買い物支援サービス拠点（移動スーパー事業拠点※）」などを設置・運営する事

業。上記にとらわれず、効果的で工夫された事業の提案を求めます。 
※設置する施設が車両の保管場所であり、主な巡回ルートが野跡学区内である必要があります 

補 助 対 象 

経 費 

備品等の購入費・リース料、新規賃借料等、工事費（外装・内装）、広報費、 

委託費・外注費、従業員への賃金 
・原則、交付決定を受ける前に発注、申込、契約を行った経費は補助対象外です。 

補 助 率 

限 度 額 

補助率    ：１／２以内 

補助限度額：２００万円以内 

審 査 
審査は補助事業計画のプレゼンテーションを行っていただきます。詳細な日程

等は応募者へ個別にご連絡します。 

 

最大２００万円補助！！ 

（申請書はこちらからダウンロード） 

名古屋市公式ウェブサイト 

https://www.city.nagoya.jp/jigyou/sangyou/1026356/1026717/1048389/1048393.html 

または、「名古屋市買い物弱者対策モデル事業補助金」で検索 

（お問い合わせ先） 

名古屋市経済局商業・流通部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5 階） 

所在地：名古屋市中区三の丸三丁目１番１号   電話：052-972-2429  メール：a2429@keizai.city.nagoya.lg.jp 


